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第１　はじめに
　本号では、インドの知的財産に関連する2017年の
十大ニュースを取り上げ、その概要と2018年の展望
について解説する。インドの知的財産と言っても、
特許、商標、意匠等、その対象は幅広く、インドで
事業を展開する各日系企業の業務分野によって関心

の大きさも異なるものと思われる。そのため、2017
年の１年を通じて日系企業の知財担当者や知財法
務を扱う弁護士等の専門家の間で話題になったト
ピックの中から、多くの日系企業に影響を与え、か
つ、今後の実務において重要と思われるものを、10
のテーマにまとめる形で取り上げた。読者の皆様が、
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この１年におけるインドの知的財産に関連する動き
を振り返り、来年に向けたインドの知財戦略を考え
る上で、少しでも参考になれば幸いである。なお、
本号の内容は2017年12月14日現在の情報に基づくも
のである。

第２　インド知財2017年の動向及び考察
１．商標法関連
（１）新商標規則の施行

ア　概要
2017年３月６日、新たな商標規則（Trade 

Mark Rules, 2017。以下、「新商標規則」とい
う。）が施行された。主要な変更点は、以下の
通りである。
・　出願書類の書式が従来の74種類から８種

類に変更された。
・　商標手続に関する手数料が値上げされた。

ただし、個人、スタートアップ企業、小規
模企業には、低額の料金が設定された。

・　電子申請をする場合の手数料が、紙媒体
での手数料から10％減額された。

・　音商標の規定が新設された（30秒未満の
MP３形式のファイル及びその楽譜を提出
する必要がある。）。

・　周知商標を認定する手続が新設され、何
人も、所定の手数料の支払及び様式の提出
により、ある商標を周知商標として認定す
るよう請求できるようになった。また、周
知商標の認定に先立ち一般公衆に異議申し
立てをする機会が与えられた。周知商標と
は、需要者及び取引者に広く知られている
商標をいい、周知商標であれば、それと類
似の商標の商標登録をしていなくとも、当
該類似の商標に関し他人が商標登録するこ
とを禁止することができる。なお、従前は、
商標権侵害訴訟において裁判所が周知商標
を認定していた。

イ　考察
新商標規則の施行は、商標審査の効率化及

び迅速化を主眼に置いたものである。手数料
の増額により、必要性の乏しい商標の出願及
び更新が減り、また、紙媒体による手続の手
数料を割高にすることにより、電子手続の利
用が進むことが予想される。審査の遅延やイ

ンド特有の制度への対応に苦慮する日系企業
が多い中、新商標規則の施行により、手続の
効率化及び迅速化が期待される。

周知商標の認定制度については、周知商
標の権利者にとって、インドにおける詐称通
用訴訟（後述）がより利用し易くなると考え
られる。すなわち、インドでは、外国で登録
及び使用されている商標について、第三者が、
先にインドで商標出願することにより、真の
権利者との間で紛争となる事例が多かった。
周知商標の認定制度の新設により、周知性の
主張・立証が容易になることが予想される。

（２）プリウスを巡る商標権侵害訴訟におけるト
ヨタの敗訴
ア　概要

インド最高裁判所は、2017年12月14日、ト
ヨタ自動車株式会社（以下、「トヨタ」とい
う。）による、インド地場企業であるPrius 
Auto Industries 及びPrius Auto Accessories 
Private Limited（以下、「被告ら」という。）
に対する、商標「プリウス（Prius）」に係る
商標権侵害訴訟の上告審において、トヨタの
訴えを退ける旨の判決を下した。

トヨタが商標「Prius」の使用を開始したの
は1995年のことであるが、インドでプリウス
の販売を開始したのは2010年になってからで
あった。一方、被告らは、2002年に、インド
において「Prius」を商標登録していた。トヨ
タは、2009年、商標「プリウス（Prius）」の
使用差止め及び損害賠償を求める訴訟を提
起した。それに対し、デリー高等裁判所（以
下、「デリー高裁」という。）単独審（Single 
Bench）は、2016年７月、トヨタが被告らに
よる商標登録に先立ち、外国において商標

「Prius」を使用し、その商標が著名になって
いた点を重視し、被告に対し、「Prius」の商
標の不使用及び100万インドルピー（約164万
円）の損害賠償を命じる判決を下した。とこ
ろが、被告らの上訴を受けたデリー高裁合議
審（Division Bench）は、トヨタに対し、逆
転敗訴判決を下した。トヨタは、デリー高裁
合議審の判断は、確立されたインド商標法

（Trademark Act. 1999）の解釈と矛盾すると


